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   開会 午前８時54分 

 

【消防本部】 

○竹﨑委員長 

これより消防本部の審査を行います。 

審査に先立ちまして、宇都宮消防長より御挨拶

をお願いいたします。 

○宇都宮消防本部消防長 

宇都宮消防本部消防長が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

それでは、議案第 24 号「西予市消防財政調整

基金条例を廃止する条例制定について」を議題と

いたします。 

山本消防総務課長の説明を求めます。 

○山本消防総務課長 

議案第 24 号「西予市消防財政調整基金条例を

廃止する条例制定について」御説明を申し上げま

す。 

西予市消防財政調整基金条例は、平成 16 年の

合併時に解散前の東宇和事務組合財政調整基金条

例により、積立てられた基金を引き継いだもので、

常備消防施設の整備等に必要な財源を積み立てる

ことを目的として設置された基金であります。 

本議案は、令和５年度の野村支署庁舎建設事業

及び令和６年度末をもって消防本部署庁舎建設事

業が完了し、当基金が目指す常備消防施設の整備

が一区切りとなることを踏まえ本条例を廃止する

ものであります。残余の現金については、昨年の

施設整備関連基金の集約化と同様に、西予市公共

施設整備基金に統合することにより施設整備を目

的とした基金として一元管理を図るものでありま

す。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 24 号「西予市消防

財政調整基金条例を廃止する条例制定について」

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午前９時１分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午前９時３分） 

続きまして、議案第 40 号「令和７年度西予市

一般会計予算」のうち消防本部所管分についてを

議題といたします。 

続いて山本課長の説明を求めます。 

○山本消防総務課長 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」につきまして、予算書に沿いまして消防本部

所管分を御説明させていただきます。 

予算書の 12 ページをお開き願います。 

歳入歳出予算事項別明細書の歳出の部でござい

ますが、9 款消防費、本年度予算額 11 億 5658 万

8000 円、前年度予算額 25 億 7764 万 7000 円、前

年度比較 14 億 2105 万 9000 円の減となっており

ます。財源内訳といたしまして、国県支出金

1489 万 6000 円、地方債 1 億 4650 万円、その他

2049 万 9000 円、一般財源 9 億 7469 万 3000 円と

なっております。 

続きまして、152 ページをお開きください。 

9 款消防費、1 項消防費、1 目常備消防費でご

ざいますが、本年度予算額 7 億 2197 万 7000 円、

前年度予算額 8 億 2064 万 8000 円、前年度比較

9867 万 1000 円の減でございます。財源内訳のう

ち特定財源は 218 万 9000 円で、財産収入 9 万

9000 円、使用料及び手数料 31 万 5000 円、諸収

入 177 万 5000 円となっており、一般財源は 7 億

1978 万 8000 円となっております。 

この 1 目の常備消防費では、事業概要に示して

います事業に分けて実施をしておりますので、事

業ごとに御説明をさせていただきます。まず、常

備消防管理運営事業 4212 万 3000 円でございます

が、消防車両等の燃料費、消防庁舎の修繕費や光

熱水費など、一般庶務に関する経費等を計上する

もので４月より供用開始する三瓶支署の管理運営

も含まれているものでございます。 

次に、消防職員教育研修事業 381 万円でござい

ますが、消防業務に必要な資格、また知識や技術
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を取得するために必要な経費として研修負担金、

旅費等を計上するものでございます。７年度の主

な研修は、消防学校初任科教育及び救急科の専科

教育課程に５人入校予定としております。 

次に、消防吏員制服等貸与事業 729 万 6000 円

でございますが、消防吏員や准救急隊員の制服、

活動服、救助服、救急服等を順次更新するための

経費を計上するものでございます。 

次に、常備消防車両維持管理事業 338 万

8000 円でございますが、消防車、救急車等 23 台

の車両のうち車検 10 台、法定点検 20 台及び修繕

に要する経費を計上するものでございます。 

次に、消防通信施設維持管理事業 1040 万

2000 円でございますが、消防指令システム及び

消防救急デジタル無線設備にかかる回線の使用料

などに要する経費を計上するものでございます。 

次に、消防活動業務事業 1198 万 8000 円でござ

いますが、消火活動や救助活動に使用する資機材、

救急活動に使用する医薬品などの購入費及び機械

器具の修繕料や点検料などの維持管理に要する経

費を計上するものでございます。次の職員給与費

につきましては、本庁総務課の所管事務でござい

ますので説明を省かせていただきます。 

続きまして、154 ページをお開き願います。 

2 目非常備消防費、つまり消防団に係る費用で

ございます。本年度予算額 1 億 4353 万 6000 円、

前年度予算額 1 億 5836 万円、前年度比較 1482 万

4000 円の減でございます。財源内訳のうち特定

財源は 100 万円で、繰入金 100 万円となっており、

一般財源は 1 億 4253 万 6000 円となっております。

この非常備消防費につきましては、３つの事業に

区分しております。まず、消防施設整備費補助金

事業 100 万円でございますが、地元等が独自で行

う軽微な消防施設の設置、修繕等、消火栓関連備

品の購入についての補助となるものでございます。

次に、消防団管理運営事業 1 億 3414 万円でござ

いますが、主なものは、消防団員の報酬や装備品

などの管理費と、消防団車両の車検、修繕料、燃

料費及び機械器具費の維持管理費、出初式などの

行事に係る運営費となります。次の職員給与費

（非常備消防費）につきましては省略させていた

だきます。 

続きまして、156 ページをお開き願います。 

3 目消防施設費でございますが、本年度予算額

3776 万 8000 円、前年度予算額 14 億 4893 万

8000 円、前年度比較 14 億 1117 万円の減でござ

います。財源内訳のうち、特定財源は 2890 万円

のうち地方債 2890 万円となっており、一般財源

は 886 万 8000 円となっております。この消防施

設費につきましては、３つの事業に区分をしてお

ります。まず、消防水利整備事業 380 万 6000 円

でございますが、消火栓の設置や移設費用として

概算計上するものでございます。 

次に、消防団施設整備事業 3248 万円でござい

ますが石城分団第１部山田西山田統合詰所建設工

事に係る経費を計上するものであります。なお財

源の一部は、緊急防災減災事業債を予定している

ところでございます。 

次に、常備消防施設整備事業 148 万 2000 円で

ございますが、令和７年度中に廃車となる軽トラ

ック購入に係る経費を計上するものでございます。 

156 ページの 4 目災害対策費につきましては、

危機管理課の所管事務でございますので、説明を

省略させていただきます。 

以上、令和７年度西予市一般会計予算のうち消

防本部所管分についての説明とさせていただきま

す。御審議のほど御決定くださいますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

山本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○信宮委員 

直接予算としては上がってはきてないんですけ

れども、城川で防災訓練があったときにも、孤立

集落などが発生した場合の荷物を運べるドローン

などが、試験的に来られたと思うんですけれども、

今後荷物を運べるようなドローンの導入の計画と

か考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

○山本消防総務課長 

ただいまのドローンに関する質問でございます

が、防災課が所管でございますので平課長から説

明を申し上げます。 

○平防災課長 

現在消防本部で保有しておりますドローンにつ

きましては、令和４年 12 月から運用を開始させ

ていただいております。行方不明の捜索及び火災

調査で活用させていただいている状況でございま
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す。委員が言われます荷物が搬送できるドローン

の購入につきましては、現在のところ購入計画等

はありませんので、今後検討させていただきます。 

○信宮委員 

２月 28 日に消防署庁舎完成して、４月１日か

ら三瓶の消防も管轄するということで、長い間懸

案であった問題が解決するということでございま

したけれども、三瓶を八幡浜施設事務組合から消

防を脱退して、これが経費削減にもつながるとい

うことで、以前にも私どもつくっておりました特

別委員会でも判断しておったわけなんですけれど

も、特別委員会では年間数千万円の削減につなが

るのではないかという考えだったんですけれども、

この新年度予算の中で、そういうところがあらわ

れているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○山本消防総務課長 

三瓶支署に関する運営に係る予算的な削減につ

いての御質問でございますが、これまで八幡浜地

区施設事務組合消防本部に負担金として支払って

いたものの多くは人件費でございまして、その人

件費が省かれることによって、三瓶支署の運営の

費用が削減されるという見込みでおります。概算

については、出しておりませんけれども、常備消

防管理運営事業の中で管理できるものと把握して

おります。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 16 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 22 分） 

○山本消防総務課長 

先ほどの信宮委員の質問の補足でございますが、

令和７年度から２名の派遣職員を八幡浜地区施設

事務組合からしていただく予定となっております。

その負担金として 2002 万 9000 円を計上しており

まして、この２名の派遣は令和７年度のみとなっ

ておりまして、令和８年度からは西予市消防本部

の職員が三瓶支署に配属されるということでござ

います。 

○まつもと委員 

152 ページの常備消防費の常備消防管理運営事

業なんですが、三瓶の庁舎と新しい本部等の経費

が上乗せされて増額だと思うんですが、光熱水費

が結構上がってて、およそ２倍になってるんです

けれども、これは三瓶分だけなのか新しくなった

本部の使用料が上がるのかとか分かれば教えてく

ださい。 

○山本消防総務課長 

令和７年度の光熱水費の御質問でございますが、

西予市消防本部の光熱水費プラス三瓶支署も含め

た光熱水費ということでその分が増額となってい

る状況でございます。 

○まつもと委員 

細かいんですけど、本部が新しく大きくなった

ので増えてますか。 

○山本消防総務課長 

電気料が増額しているのかという御質問でござ

いますけども、電気代の高騰も関係があるかと思

いますが、若干新しい消防本部庁舎になりますと、

電気代も上がると増額になると見込んでおりまし

て、令和７年２月の電気料としましては 28 万円

ほどでございましたが、およそ 36 万円を見込ん

でいる状況でございます。 

○井関委員 

常備消防費の中の収入の分ですが、諸収入

177 万 5000 円とあるんですが諸収入ってどうい

うのが収入として入ってくるんですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 25 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 26 分） 

○山本消防総務課長 

諸収入ということでございますけども、防災課

の関連でございますので平課長から説明を申し上

げます。 

○平防災課長 

収入といたしましては、花火等の申請の手数料、

また危険物の設置及び変更届出の手数料、あと高

速道路の支弁金というのが、高速道路の方から出

ておりますので、合わせた金額が今回の収入費用

となっております。 

○信宮委員 

各地区の防火水槽を埋設型の耐震性型の防火水

槽に、随時やっていかれてると思うんですけれど

も、今年度の予定と今後もずっと国の補助金が続

くのかお伺いしたいと思います。 

○山本消防総務課長 

耐震性貯水槽の計画等でございますけども、今

年度とおっしゃいましたが今年度は二及地区と四
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郎谷のほうで２基整備をいたしました。来年度で

すが、来年度の予定はございません。 

○信宮委員 

来年度は予定がないということだったんですけ

ども、それは要望がないということなのか、それ

とも財源的にちょっと無理だということなのかお

伺いしたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 28 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 34 分） 

○山本消防総務課長 

耐震性貯水槽のことについての補足でございま

すが、来年度は２年に１回でございますので耐震

性貯水槽を設置しない年になりますが、来年度以

降については、緊急性も含めて設置に向けての検

討を重ねていきたいと思っております。 

○二宮委員 

私もちょっと予算書とは関係ないんですけど消

防業務の中で、先ほど消防長の挨拶にもありまし

たけども山火事が、アメリカ含めて特に今年は少

雨ということで多かったり、また住宅火災もかな

り例年よりは多いような報道も聞いておりますし、

農業地域なんで我々のところも田畑の野焼きとか、

そういう何か火事の原因になりそうなことという

のは、目の周りにいっぱいあるんですけども、そ

れに対しての消防としての要望的なことはどうい

うふうにされているのかということと、市民に周

知したいようなことがもしあれば、特に野焼きな

んか分かりにくいですよね、野焼きは駄目と言わ

れても田んぼの中に結構、煙が上がるのはいっぱ

いあるし、山の近くの畑にも焼きよる人はおるし、

そういうのがどこまでいいのか、注意していいの

か、もう僕らもちょっとなかなか分かりにくいと

こあるんですけども、そういうところがもし分か

れば教えていただいたらありがたいなと思います。 

○山本消防総務課長 

山火事とか住宅火災、田畑等の火災の原因であ

ったり、周知の方法等についての御質問でござい

ますが、防災課が所管でございますので平課長か

ら説明を申し上げます。 

○平防災課長 

現在田畑の畔焼きというか、そこら辺につきま

しては年間数件発生している状況でございます。

原因といたしましては、春、風が強いときに火を

つけられて広がってしまって消せれなくなったと

いうのが主なものとなっております。注意喚起と

していたしましては、広報紙等で注意喚起はして

いるんですが、なかなか田舎というところで、枯

れ草を焼いて処分される方が多い状況でございま

す。今後についても、車両広報、広報紙等で広報

しながら注意喚起をしていきたいと考えておりま

す。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 37 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 41 分） 

○平防災課長 

先ほどの畔焼き等の火災等につきましての御質

問に対して補足させていただきます。畔焼き等を

される場合には、事前に消防署のほうに、火災と

紛らわしい行為の届出がございますので、事前に

連絡をしていただくことで消防も助かりますので、

御協力のほうをよろしくお願いいたします。 

○井関委員 

通信指令の回線がメタル回線から光回線へ切り

替わるということなんですが、機能的にどういう

ふうによくなる、能力上がると思うんですけども

どういったところが変わるんですか。 

○山本消防総務課長 

ただいまの通信指令システムに関する御質問で

ございますけども、防災課が担当でございますの

で土居通信室長から御説明を申し上げます。 

○土居通信指令室長 

今現在はメタル回線を使っておりましたが、新

庁舎になりましたら、光回線に変わります。この

ことによって、線の中を通せる容量、それから他

から進入が出来ないような安心感もあって大容量

を高速で飛ばせるような通信網になっております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち消防本部所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 
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○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる （休憩 午前９時 43 分） 

 

 【教育部】 

 【教育総務課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 52 分） 

これより教育部の審査に移ります。 

審査に先立ちまして、谷口教育部長より御挨拶

をお願いいたします。 

○谷口教育部長 

谷口教育部長が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

それでは、議案第 15 号「西予市育英会設置条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中教育総務課長 

それでは議案第 15 号「西予市育英会設置条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

本市では、経済的理由により就学が困難な学生

または生徒に対して教育の機会均等を図るととも

に、本市の発展に資する有能な人材を育成するこ

とを目的としまして西予市育英会奨学金を無利子

で貸与しております。奨学金を貸与する奨学生の

決定につきましては、市長、教育長のほか市議会

議員、市内中学校及び高等学校の校長並びに市監

査委員で構成をする育英会理事会を設置し、厳正

なる選考を行うこととしております。 

今回の条例改正につきましては、今年度末で宇

和高等学校三瓶分校が閉校されたことに伴い西予

市育英会理事会の役員構成を変更する必要がある

ため本条例の一部を改正するものでございます。 

改正内容でございますが、本条例におきまして

は、育英会理事会を構成する役職にある者並びに

育英会の会長、副会長、理事、監事等に就任する

役職をそれぞれの職にあるものとして定めている

ことから役員の人数及び任期等の不要となる規定

を改廃するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○竹﨑委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 15 号「西予市育英

会設置条例の一部を改正する条例制定について」

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 57 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 58 分） 

それでは続きまして、議案第 40 号「令和７年

度西予市一般会計予算」のうち教育総務課所管分

についてを議題といたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中教育総務課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち教育総務課所管分につきまし

て御説明を申し上げます。まず、歳出の部から御

説明を申し上げますので予算書 159 ページを御覧

ください。 

10 款教育費、1 項教育総務費、1 目教育委員会

費、教育委員会運営事業につきましては、教育委

員４人分の報酬、費用弁償等教育委員会の適切な

運営を図るための予算 302 万 1000 円を計上して

おります。 

続きまして、2 目事務局費のうち教育総務課所

管分の事業について御説明を申し上げます。事務

局費庶務事業（教育総務）につきましては、学校

校務員や給食センター調理員をはじめとする教育

部内の会計年度任用職員の労働災害保険料のほか、

所管する公用車１台の維持管理費と市所有バス２

台の運行業務を含む維持管理経費及び負担金に係

る予算を計上しております。 

予算書 161 ページを御覧ください。 

18 節負担金補助金及び交付金につきましては、

408 万 6000 円のうち安全運転管理者等協議会負
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担金、四国都市教育長連絡協議会負担金、市学校

体育会負担金、社会保険委員会会費、社会保険協

会会費、全国都市教育長協議会会費、定期総会・

研究大会負担金及び公立学校施設整備期成会負担

金の合計 225 万 6000 円が当課所管の負担金とな

ります。以上の負担金を含む教育委員会の権限に

属する事務を遂行する経費といたしまして事務局

費庶務事業に 1038 万 4000円を計上しております。 

次に 159 ページに戻りまして、10 款教育費、

1 項教育総務費、2 目事務局費の学校再編推進事

業につきましては、学校再編の在り方について検

討するための諸経費として、消耗品費 8,000 円を

計上しております。また、共同事務実施事業につ

きましては、中央、東、西の共同事務所で使用を

する複合機使用料、消耗品費及び郵券料等の

71 万 3000 円を計上しております。 

続きまして 162 ページを御覧ください。 

4 目教育住宅管理費、教員住宅維持管理事業に

つきましては、大野ケ原小学校教員住宅５戸分の

浄化槽維持管理委託料 8 万円を計上しております。 

次に、7 目スクールバス管理費、スクールバス

維持管理事業につきましては、学校の統廃合によ

り遠距離通学となった児童生徒を安全安心に通学

させるため 23 台のスクールバスの運行に係る経

費として、1 億 3703 万 9000 円を計上しておりま

す。 

続きまして 163 ページを御覧ください。 

10 款教育費、2 項小学校費、1 目学校管理費、

小学校管理事業につきましては、公務員に係る旅

費及び学校環境衛生用品、プール薬剤、水道光熱

水費、電話料、各種の検査や点検に要する経費等、

施設の維持管理と運営に係る経費、各小学校施設

の不具合箇所に係る修繕工事、施設管理に必要な

備品購入、リース料など合計で 9384 万 7000 円を

計上しております。 

続きまして 167 ページを御覧ください。 

3 目学校建設費、小学校施設整備事業につきま

しては、小学校施設を適切に維持管理するため、

建築基準法に準じて検査を行った結果、中川小学

校及び石城小学校の校舎外壁劣化改修工事が必要

と判断したことから２校の外壁改修に係る設計委

託料及び改修工事費 5595 万 7000 円を計上してお

ります。 

続いて同じく 167 ページになりますが、10 款

教育費、3 項中学校費、1 目学校管理費の中学校

管理事業でございますが、先ほど御説明しました

小学校管理事業と同じく公務員に係る旅費及び学

校環境衛生用品、プール薬剤、光熱水費、電話料、

各種の検査や点検に要する経費、施設の維持管理

にかかる経費、各中学校施設の不具合箇所に係る

修繕工事、施設管理に必要な備品購入、リース料

など合計で 5477 万 1000 円を計上しております。 

続きまして 171 ページを御覧ください。 

10 款教育費、3 項中学校費、3 目学校建設費、

中学校施設整備事業につきましては、建設から

48 年が経過をしている三瓶中学校校舎の老朽化

が著しいため建築基準法に準じた検査を行ったと

ころ精密な検査が必要と判断をされたことから、

校舎外壁の全面打診等点検調査を実施するもので、

点検委託料として 1234 万 2000 円を計上しており

ます。 

次に 196 ページを御覧ください。 

13 款諸支出金、2 項 1 目基金費、24 節積立金

のうち子ども教育振興基金事業で奨学資金貸付金

元金収入及び基金利子として 9 万 7000 円の積立

てを行うものでございます。 

続きまして、歳入について御説明をさせていた

だきますので、21 ページを御覧ください。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、7 目教育

使用料、1 節教育総務使用料、教員住宅使用料

42 万円につきましては、大野ケ原小学校教員住

宅５戸の使用料を計上しております。 

続きまして 35 ページを御覧ください。 

16 款財産収入、1 項財産運用収入、2 目利子及

び配当金の子ども教育振興基金の利子として 2 万

円を計上しております。 

続きまして 38 ページを御覧ください。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、31 目子ども教

育振興基金繰入金 482 万 6000 円につきましては、

学校教育課所管の小学校及び中学校で実施をする

特色ある学校づくり事業、学校学力向上プロジェ

クト事業、情報教育振興事業そしてまなび推進課

所管の西予市学び舎事業の財源として基金から繰

入れをする予算を計上しております。 

続きまして 40 ページを御覧ください。 

20 款諸収入、3 項 1 目貸付金元利収入、13 節

三好等奨学基金・城川地域育英資金貸付金収入

7 万 7000 円は、子ども教育基金の原資にいたし
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ました。 

続きまして 44 ページを御覧ください。 

20 款諸収入、5 項 4 目雑入、10 節教育費雑入

のうち教育総務課所管分は三瓶小学校に設置をし

ております太陽光発電に係る売電収入 8 万

5000 円を計上しております。 

46 ページを御覧ください。 

21 款 1 項市債、7 目教育債、1 節小学校債

3710 万円につきましては、中川小学校及び石城

小学校の校舎外壁劣化改修工事に過疎対策事業債

を活用するよう計上をしております。 

以上教育総務課所管分の説明とさせていただき

ます。御審議の上、御決定くださいますようお願

いいたします。 

○竹﨑委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山本委員 

今現在、西予市内で教員住宅として運営という

か、動きよるのは大野ケ原住宅だけですか。 

○宮中教育総務課長 

現在、教員住宅を設置しておりますのは、山本

委員おっしゃるとおり大野ケ原のみとなっており

ます。 

○まつもと委員 

二つの小学校と三瓶中学校の、三瓶は調査です

けど、小学校の建物のそういう点検調査っていう

のは、スケジュール組んで定期的にやられてるの

か、それともこちらである程度目星をつけて、限

定的にされているのか教えてください。 

○宮中教育総務課長 

基本的には今ほど来年度予算につきましては、

三瓶中学校のことで大規模な調査を行うようにし

ておりますが、基本的なところとしましては、建

築基準法の 12 条に準じて学校施設につきまして

は、３年に１回の大体目安で点検を行うような形

をとっております。 

○二宮委員 

歳入の 22 ページの使用料のとこですけれども、

各小学校とか中学校の体育館使用料が書いてある

んですが、この使用料は社会体育等で使われる分

の使用料が入っとるということですかね。 

○宮中教育総務課長 

体育施設であれば体育館使用料という形になり

ますが、当課の歳入ではなくて社会体育という形

になりますので、まちづくり推進課の所管になろ

うかと思います。 

○二宮委員 

教育委員会の議事録じゃなくてあれ会議録にな

ってますので、ホームページ出てるのが、何で議

事録を出されないのかなと。 

○宮中教育総務課長 

教育委員会月に１回開催をさせていただいてお

りまして、公表するようにということもありまし

て西予市におきましても毎回大体翌月にその会議

の内容を教育委員さんに再度確認をしていただい

た後に公表を行っております。ですので、若干前

月に行われたものが翌月の教育委員さんが御出席

をいただいた際に、会議録の中身を会議の中で再

度確認をいただいて、それから公表という形にな

っておりますので、約１カ月から１カ月弱後ぐら

いには、毎回公表を行っておりますのでホームペ

ージを利用して公開をさせていただいております

ので、そちらまた御確認をいただいたらと思いま

す。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 14 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 21 分） 

○二宮委員 

スクールバスの件について質問させていただき

ますが、最近スクールバスも当初の目的以外の使

用、活用が進んでるんじゃないかなというふうに

は聞いとるんですけども、そういう今現状はどう

なったのか、普通の送り迎え以外でどのぐらい活

用されているのか分かれば教えていただきたいと

思います。 

○宮中教育総務課長 

スクールバスの目的外、通学以外の利用状況で

ございますけれども、令和５年度の利用状況でご

ざいますけれども、合計で 348 回の目的外利用、

通学以外の利用になっております。これにつきま

してはコロナの感染が拡大してたときには利用率

が非常に下がっておりましたけれども、それ以外

のところで課外活動的なものであったりとかって

いうところの利活用ということで、それほどの活

用状況にはなってるという状況でございます。 
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○二宮委員 

ちなみにですけど、学校関係以外の使用はない

でしょうかね。 

○宮中教育総務課長 

スクールバスにつきましては、子どもたちの利

用という形になっておりますので、原則ございま

せんが、ただ一部野村のほうで、一般の方々が利

用、通学が終わってからのっていうところの一部

活用があるのが実情でございます。 

○二宮委員 

もう１点、前回一般質問させていただいた体育

館の空調設備の件なんですけれども、政府が今回

助成枠を広げたということで、新聞見ておりまし

たら大洲の一般質問にもうちの公明党議員が質問

して、二宮市長の答弁が国の支援が広がったので、

令和７年度は計画をしてみようと思うという積極

的な答弁があったんですけども、先日、教育長に

どのぐらいになったら検討するのっていうたら、

あと１割ぐらい補助が増えればみたいな答弁があ

ったんですけれども、西予市の財政がかなり厳し

いということは財政課のほうからも議会に対して

ありまして、理解はしとるんですけども、ぜひせ

めて１件ぐらい検討していくというぐらいな、と

ころで来年度はお願いしたいなと思うんですけれ

ども、お考えをありましたらお願いいたします。 

○宮中教育総務課長 

体育館施設における空調設備の整備でございま

すけども、そういう特例措置が令和 15 年度まで

設けられたという状況でございます。ただ今ほど

二宮委員もおっしゃられたとおり、市の財政状況

もそんなに芳しくない状況。今後学校施設自体が、

かなり老朽化が著しい状況に西予市ございますの

で、学校施設の在り方を含めどの施設を適切に整

備、改修していくのかというところを計画的に進

めていく必要がございますので、今は体育館の空

調設備を積極的に行うという状況には今ないかな

というふうには考えているところでございます。

しかしながら、そういう学校施設を避難所として

利用する場合における特例措置という形になって

おりますので、学校施設でありながら避難所とし

ての機能を有することも想定をしないといけない

ということも想定しておりますので、出来ました

ら、特例措置期間である令和 15 年度までに全棟

というわけにはいきませんが、機能的なところを

絞り込んだ上で、整備というのは計画的に検討し

たいなというふうに考えているところでございま

す。 

○二宮委員 

例えば、体育館を建てかえる時ですけども、建

てかえるときでも、やっぱり今は空調設備は設計

にも入ってないんですかね。 

○宮中教育総務課長 

建て替えるであれば、今ほどのところでいきま

したら、恐らくそういうのものも想定した上で建

て替えをという形にはなろうかと思います。ただ、

今度の特例措置につきましては、断熱の改修と空

調設備と別々で行うことが出来ますので、二段階

での取扱いを行ったほうが、各自治体においては

有利かなというふうには考えておりますので、整

備をするに当たりましてはそういう段階的な計画

での進め方をしたいというふうには考えていると

ころでございます。 

○まつもと委員 

今の関連なんですけど、断熱だったらいくら、

空調だっらいくらという試算みたいなのはされる

予定あるんですか。 

○宮中教育総務課長 

まだ具体的にというところはございませんけれ

ども、これ自体は学校施設としてもあるんですが、

避難施設としてという位置づけもありますので、

関連課との調整によってどの体育館をそういう位

置づけにするのかというところを検討しないとい

けないというふうに考えております。ただ、避難

所としてというところでいきましたら、各旧町単

位に一つずつは必要であろうというふうにも思い

ますし、市内中心校となるであろう宇和地域につ

いても、それなりのところの避難所に対してどれ

だけの避難される方を想定するのか。そういった

とこも含めて計画的に整備を進めていく必要があ

るかなというふうに考えているところでございま

す。 

○まつもと委員 

先ほども出た教育委員会の定例会なんですけど、

年間スケジュールっていうものが大体ですけど出

ているんであれば、先にスケジュールを知らせて

くれることは出来ないかなと思います。今はホー

ムページで定例会前にお知らせされていると思う

んですが、出来たら年間があって、そしてまた、



- 10 - 

 

その前にお知らせしていただけると傍聴したいと

か、行ってみたいという人が増えるかなと思って

なんですがどうでしょうか。 

○宮中教育総務課長 

事務方的には年間計画というのは、立てておる

んですけれども、基本的には委員おっしゃるとお

り開催の１週間前に議会に準じて告示をさせてい

ただいて、日を決定する。実際には教育委員会の

中で日を決定いたしますので、議会でも開催日を

委員会開催とかを決定して初めてっていうところ

があると思いますので、それと同じように教育委

員会で決定しない限りその日がというふうにはち

ょっと申し上げづらいかなというとこでございま

す。ただ委員おっしゃるとおり、そういったもの

が年間大体というところでよければ、そういった

ところも、早急に公表できるんであればしたいな

と思うんですが、日が変わるというのが、私ども

も結構あるのはありますので、その辺のところで、

ちょっと日を出すのが、逆に皆さんの混乱を招い

てもいけないかなというところを危惧をするとこ

ろかなというふうに思っております。 

○まつもと委員 

おっしゃるとおりだなと思うんですが、例えば

見せていただいたの教科書の時だったんですけど、

見てみたいなって思われる人もいまして、もうち

ょっと事前に分かればなっていう声があったので

聞いたんですが、高松市はもうちょっと事前に、

公表してくれっていうことで、少し早めにスケジ

ュールを出すっていうことに変わったみたいで、

できる範囲でいいのでざっとしたスケジュールと

か、こんなこと話し合う予定みたいなのが、分か

ればありがたいなと思ってます。ゆっくりでいい

ので変わってほしいなと思ってますのでお願いし

ます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち教育総務課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 31 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 32 分） 

それでは続きまして、議案第 41 号「令和７年

度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」につ

いてを議題といたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中教育総務課長 

それでは、議案第 41 号「令和７年度西予市育

英会奨学資金貸付特別会計予算」について御説明

を申し上げます。 

この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生生徒

であって経済的理由により就学が困難な者に対し

定額を無利子で貸与するものでございます。 

それでは予算書１ページを御覧ください。歳入

歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1650 万

7000 円としております。まず歳出から御説明を

申し上げます。 

８ページを御覧ください。 

1 款 1 項奨学資金貸付金、1 目奨学資金貸付運

営費、奨学資金貸付運営事業 35 万 8000 円は、主

に貸付事業を運営する経費で、育英会理事の報酬

と需用費等の事務費のほか滞納者に対する法的措

置を講じる経費を計上しております。 

次に、2 目奨学資金貸付金奨学資金貸付金事業

1494 万円は、継続貸付 16 人、新規貸付予定

22 人の合計 38 人分の貸付に係る費用を計上して

おります。 

９ページを御覧ください。 

2 款 1 項 1 目予備費として 120 万 9000 円を計

上しております。 

続きまして、歳入について御説明を申し上げま

す。 

７ページを御覧ください。歳入では、1 款 1 項

1 目償還金として 1024 万 5000 円、2 款 1 項 1 目

寄附金 1 万円、4 款 1 項 1 目繰越金 625 万

2000 円を計上しております。なお奨学金貸与者

の選考につきましては、先ほど条例改正でも申し

上げました西予市育英会理事会に諮り厳正なる審

査を行い決定しております。 

以上説明とさせていただきます。御審議の上御

決定くださいますようお願いいたします。 
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○竹﨑委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

歳入の寄附金の 1 万円というのは、頭出しでは

ないんですか。 

○宮中教育総務課長 

委員おっしゃるとおりでございます。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 41 号「令和７年度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 36 分） 

 

 【学校教育課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 41 分） 

これより学校教育課所管分に移ります。 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予

算」のうち学校教育課所管分についてを議題とい

たします。 

青木課長の説明を求めます。 

○青木学校教育課長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち学校教育課所管分につきまし

て、予算書に基づいて御説明申し上げます。始め

に歳出から御説明申し上げます。 

予算書の 159、160 ページをお開きください。 

10 款教育費、1 項教育総務費、2 目事務局費の

中で学校教育課所管分は、事務局費庶務事業（学

校教育）380 万 7000 円、校務情報化推進事業

6319 万 8000 円、会計年度任用職員給与費（事務

局費庶務事業（学校教育））867 万 1000 円を計

上いたしました。事務局費庶務事業（学校教育）

は、西予市教育研究大会実施事業、不登校児童生

徒支援事業及びコミュニティースクール推進事業

に係る経費や学校に関する各種負担金を計上して

おります。校務情報化推進事業は令和７年度から

校務用パソコンの更新及びシステムのクラウド化

を行うための経費を計上させていただいておりま

す。校務支援システムやグループウェアの活用に

より、校務の効率化を図るためのものであります。

主な支出としましては、校務用パソコンのリース

料、情報等システムリース料、ネット回線通信料

及びウイルス対策ソフト等の使用許諾料となりま

す。 

続きまして、予算書 162 ページをお開きくださ

い。 

10 款教育費、1 項教育総務費、3 目語学指導外

国青年招致事業費の語学指導外国青年招致事業は、

298 万 2000 円、会計年度任用職員給与費（語学

指導外国青年招致事業）として 2965 万 4000 円を

計上いたしました。語学指導外国青年招致事業は

市内小中学校において外国語科及び外国語活動の

授業の指導補助を行う外国青年を任用するもので

す。令和７年度においては６名体制で市内 17 校、

小中学校の外国語活動支援事業を計画しており、

５名を再任用、１名を新規として予算計上をして

おります。 

続きまして、予算書 163 ページをお開きくださ

い。 

10 款教育費、1 項教育総務費、8 目教育振興事

業費は、会計年度任用職員給与費（スクールサポ

ートスタッフ配置事業）、職員給与費として

1785 万 7000 円を計上しております。このスクー

ルサポートスタッフ事業は、令和２年度からの事

業ですが県の補助を受けて、パートタイムの職員

を学校に配置し校内で教材づくりや採点など教職

員の補助業務を行うことで教職員の負担軽減や教

材研究の時間など確保を図るものであります。 

続いて、10 款教育費、2 項小学校費、1 目学校

管理費は、児童・職員各種健康管理委託事業

1091 万 2000 円、会計年度任用職員給与費（学校

管理費庶務事業（小学校））4366 万 4000 円を予

算計上しております。児童・職員各種健康管理委

託事業の事業内訳としましては、学校医への報酬、

各検診や検査の委託料、日本スポーツ振興センタ

ーの負担金や災害共済給付金が主なものになって
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おります。 

続きまして、予算書の 165、166 ページをお開

きください。 

10 款教育費、2 項小学校費、2 目教育振興費の

うち学校教育課所管分は教育振興費庶務事業（小

学校）42 万 2000 円、小学校一般教育振興事業

798 万 1000 円、準要保護児童負担金事業 1284 万

1000 円、小学校特別支援教育負担金事業 263 万

3000 円、小学校情報教育振興事業 1 億 1461 万円、

小学校教育相談員設置事業 84 万円、児童遠距離

通学費補助事業 4 万 8000 円、学力向上プロジェ

クト事業（小学校）28 万円、小学校教育活動補

助事業 121 万 5000 円、小学校振興事業 1243 万

7000 円、会計年度任用職員給与費（教育振興費

庶務事業（小学校））1 億 2366 万 5000 円を計上

しております。教育振興費庶務事業（小学校）は、

四国西予ジオパークを活用し、西予市を知り、西

予を愛する子どもを育てる教育活動を行うための

費用が予算の主なものになります。小学校一般教

育振興事業は、学校での指導環境とともに教育振

興を図るものであり、教師用指導書、教師用デジ

タル教科書、教材備品等の費用の予算が主なもの

になります。準要保護児童負担金事業は、認定基

準に基づいて認定された要保護及び準要保護の児

童の保護者に対して、学用品費、通学用品費、新

入学学用品費、修学旅行費、通学費、給食費等の

支給を行うものです。小学校特別支援教育負担金

事業は、特別支援学級に在籍する児童の保護者で、

収入が基準額を超えないものを対象としまして、

学用品費や学校給食費の支給を行い、保護者の経

済的負担の軽減と特別支援教育の普及、奨励を目

的とするものです。小学校情報教育振興事業は、

西予市立小学校 12 校において、今現在整備して

いるパソコン及び教育情報ネットワークの更新、

維持管理を行うため導入機器の修繕料、ネットワ

ーク管理業務委託料、使用許諾料等を計上するも

のです。令和７年度は令和８年度に運用しますＧ

ＩＧＡ端末の調達に係る費用を 9931 万 7000 円計

上いたしております。小学校教育相談員設置事業

は、不登校児童への支援相談を受けるハートなん

でも相談員を３名、報償費を計上するものです。

学力向上プロジェクト事業（小学校）は子ども教

育振興基金を財源として、市内小学生４年生以上

を対象に、漢字検定の検定料の半額を補助するこ

ととしております。会計年度任用職員給与費（教

育振興費庶務事業（小学校））につきましては、

学校において障害等のためにサポートを必要とす

る児童に対して、そのニーズに応じた支援を行う

ことで、よりよい学校生活が送れるよう配置をす

るものであります。その学校生活支援員の給与費

となります。令和７年度は 45 人の配置を計画し

て予算計上をしているところです。 

続きまして、予算書の 167 ページをお開きくだ

さい。 

10 款教育費、3 項中学校費についてですが 2 項

小学校費で説明しました事業につきましては、内

容が重なっておりますので一部省略して説明いた

します。10 款教育費、3 項中学校費、1 目学校管

理費についてですが、生徒・職員各種健康管理委

託事業 833 万 8000 円、野村中学校寄宿舎維持管

理事業 370 万円、会計年度任用職員給与費（学校

管理費庶務事業（中学校））2168 万 6000 円、会

計年度任用職員給与費（野村中寄宿舎維持管理事

業）843 万 5000 円を計上しております。野村中

寄宿舎維持管理事業は、大野ケ原、惣川地区の生

徒が入寮している寄宿舎において、生徒の安全安

心な生活を支援するための維持管理費、寮の指導

員及び調理員の人件費等となります。令和７年度

につきましては、５人の生徒が寮で生活を送る予

定となっております。 

続きまして、予算書の 169 ページ、170 ページ

をお開きください。 

10 款教育費、3 項中学校費、2 目教育振興費は、

教育振興費庶務事業（中学校）19 万 6000 円、中

学校一般教育振興事業 1685 万 9000 円、準要保護

生徒負担金事業 1093 万 2000 円、中学校特別支援

教育負担金事業 174 万 1000 円、中学校情報教育

振興事業 6465 万 4000 円、生徒遠距離通学費補助

事業 629 万 6000 円、学力向上プロジェクト事業

（中学校）35 万 7000 円、中学校教育活動補助事

業 1130 万 2000 円、中学校振興事業 725 万

2000 円、部活動地域移行推進事業 129 万 5000 円、

会計年度任用職員給与費（教育振興費庶務事業

（中学校））1483 万 5000 円、会計年度任用職員

給与費（中学校教育相談員設置事業）117 万

6000 円を計上しております。生徒遠距離通学費

補助事業は、内訳としまして通学費のうちバス定

期代の補助対象者見込みを 28 名分、自転車購入
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費の対象者を見込み 41 名分計上しております。

ヘルメット購入費補助金については、対象者の見

込みが 127 名分を計上しております。中学校教育

活動補助事業は、市内中学校において各種大会や

筝曲吹奏楽コンクール等に出場する際に必要とな

る交通費や参加費等を計上しております。大会で

の勝敗や出場人数等により補助額が変動するため

これまでの実績額をもとに積算しております。部

活動地域移行推進事業は、令和６年度から進めて

おります実証事業を引き続き実施するための必要

経費を計上しております。令和７年度は、宇和中

学校剣道部、野村中学校相撲部で実証事業を実施

する予定としております。会計年度任用職員給与

費（中学校教育相談員設置事業）につきましては、

中学校においてはスクールソーシャルワーカーを

宇和中学校と野村中学校に配置し、生徒や保護者

の相談活動や支援体制の整備に取り組むものであ

ります。 

続きまして、予算書の 189 ページをお開きくだ

さい。 

10 款教育費、7 項保健体育費、3 目給食センタ

ー運営費のうち学校教育課所管分は、せいよ西学

校給食センター運営事業 3881 万円、せいよ東学

校給食センター運営事業 1873 万 3000 円、三瓶学

校給食センター運営事業 1310 万 4000 円となって

おります。いずれの給食センターにおきましても

内訳は施設の運営に必要な電気料、消耗品費、水

道下水道使用料などが主なものになっております。

その他衛生管理点検委託料、産業廃棄物処理委託

料など異物混入や二次汚染防止のため必要な経費

を計上しております。また、会計年度任用職員給

与費として、せいよ西学校給食センターが

7594 万 7000 円、三瓶学校給食センター分が

2682 万 4000 円、せいよ東学校給食センター分が

6903 万 5000 円計上しており、各センターで働く

会計年度任用職員の人件費を計上しております。 

続きまして、予算書 191 ページをお開きくださ

い。 

10 款教育費、7 項保健体育費、4 目学校給食費

は、学校給食費庶務事業 2286 万円、学校給食食

材購入支援事業 1826 万 2000 円、会計年度任用職

員給与費（学校給食費庶務事業）841 万 1000 円

を計上しております。これは市内２カ所大野ケ原

小学校、惣川小学校の単独校の調理場の維持管理

を行い、調理場の円滑な運営を図るものです。ま

た、学校給食庶務事業におきましては、物価高騰

における対策として学校給食１食につき 45 円の

食材費を補助し、児童生徒に栄養バランスや量の

安定的な給食の提供及び給食費の保護者負担の増

加を抑えるために、西予市学校給食食材購入支援

事業補助金を計上しております。 

次に、歳入につきまして御説明申し上げます。

予算書の 27 ページをお開きください。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、7 目教育費

国庫補助金としまして、1 節小学校費国庫補助金

特別支援教育就学奨励費国庫補助金 76 万 8000 円

を計上しております。これは小学校特別支援教育

負担金事業へ充当するものです。 

続きまして、2 節中学校費国庫補助金、要保護

児童生徒援助費国庫補助金 4 万円、特別支援教育

就学奨励費国庫補助金 55 万 1000 円、へき地児童

生徒援助費等国庫補助金 64 万 5000 円を計上して

おります。これは準要保護生徒負担金事業、中学

校特別支援教育負担金事業及び野村中学校寄宿舎

維持管理事業へそれぞれ充当するものです。 

続きまして、予算書の 33 ページをお開きくだ

さい。 

15 款県支出金、2 項県補助金、7 目教育費県補

助金、1 節小学校費県補助金、ハートなんでも相

談員設置事業費県補助金 27 万 9000 円を計上して

おります。これは小学校教育相談員設置事業に充

当するものです。2 節中学校費県補助金、過疎・

離島地域遠距離通学援助事業費県補助金 20 万

6000 円を計上しております。これは生徒遠距離

通学費補助事業に充当するものです。5 節教育総

務費県補助金、スクールソーシャルワーカー活用

事業費県補助金 49 万円、スクールサポートスタ

ッフ配置事業費県補助金 868 万円、フッ化物洗口

普及事業費県補助金 2 万 4000 円を計上しており

ます。これは会計年度任用職員給与費、それから

事務局費庶務事業にそれぞれ充当するものです。 

続きまして、予算書 34 ページをお開きくださ

い。 

15 款県支出金、3 項委託金、6 目教育費委託金、

5 節教育総務費委託金、いじめ対策・不登校支援

等推進事業費委託金 7 万円を計上しております。

歳出で申し上げました事務局費庶務事業に充当す

るものです。6 節保健体育費委託金、地域スポー
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ツクラブ活動体制整備事業費委託金 91 万 1000 円

等を計上しております。歳出で説明申し上げまし

た部活動地域移行推進事業に充当するものです。 

続きまして、予算書 38 ページをお開きくださ

い。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、31 目子ども教

育振興基金繰入金のうち学校教育課所管分の事業、

小中学校費の教育振興費庶務事業 25 万 6000 円、

小中学校情報教育推進事業こちら 293 万 7000 円、

学力向上プロジェクト事業 63 万 7000 円合計

383 万円を繰入れます。 

続きまして、32 目ふるさと応援基金繰入金の

うち学校教育課所管の事業、学校給食食材購入支

援事業へ 1826 万 2000 円を繰入れます。 

続きまして、予算書の 44 ページ、45 ページを

お開きください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、10 節教育費

雑入、日本スポーツ振興センター保護者掛金

86 万 4000 円と日本スポーツ振興センター災害共

済給付金 350 万円を計上しております。これは児

童生徒の学校管理下での事故に対して治療費を保

障するための日本スポーツ振興センターへの保護

者掛金と事故に対してセンターから給付される災

害共済給付金であります。 

以上学校教育課所管分の予算要求説明を終わり

ます。よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

青木課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

スクールサポートスタッフ配置事業についてお

伺いします。令和６年度の配置状況とそれぞれ学

校でのスタッフの業務内容違いがあったら、それ

もあわせて教えてください。 

○青木学校教育課長 

スクールサポートスタッフ配置事業、スタッフ

の令和６年度の配置状況についてお答えいたしま

す。令和６年度の配置状況でありますが、小学校

が大野ケ原小、野村小を除く 10 校、中学校が三

瓶中と野村中を除く３校、合わせて 13 校に 13 人

のスクールサポートスタッフを配置しております。

なお令和７年度は野村小学校へも配置を予定して

おり、14 名の配置になる予定であります。 

続いて業務内容、各学校でどのようなものがあ

るかということでありました。業務内容は学校規

模や状況、そしてサポートスタッフの個人の特性

に合わせて様々なものがあります。例えば田之筋

小学校に１名配置をされていますが、その方の場

合は文書の受付、そしてＩＣＴが非常に堪能な方

ですので、それを活用したアンケートの作成や集

計、学習教材づくり、掲示物作りまた定番であり

ますが宿題の採点や、養護教諭の補助、環境整備

などを行っていただいております。また宇和中学

校を例に挙げますと、大変規模が大きい学校なん

ですが事務職員が、共同業務ということで宇和中

学校に常時在中しておりませんので、ＩＣＴを活

用した文書受付や事務処理、また修繕作業や環境

整備などを行っております。そのほかの学校でも

同様の内容のほかに、給食業務の補助、また不登

校児童あるいは配慮を必要とする児童のちょっと

したサポート、そういったこと、また学童とかそ

ういったところの関係機関との連絡業務など、非

常に多岐にわたっているというようなところであ

ります。 

○まつもと委員 

ちょっと一つ気になったんですけど、事業の目

的は教員の負担軽減で、児童と直接関わるような

ことではないっていう話だったんじゃなかったか

なと思ったんですが、今の説明だと児童の支援も

されているっていうことなんですかね。 

○青木学校教育課長 

基本的に細かい業務の縛りはないんですが、例

えば昼休み、ちょっと配慮が必要な児童がいる場

合に教員が貼り付きで毎日昼休みに、一緒に様子

を見守るというようなことが今までは実際にあっ

たわけなんですが、そうなると休憩時間もゼロと

いうことで勤務時間過ごすと。そこが全てではな

いんですが、様子の見守り等をしてもらうと、教

員が休憩とれるというようなことが実際に生じて

いるというふうに聞いております。そのほかにも

あるんですが、そういったとこが具体的な例です。 

○まつもと委員 

授業時間中じゃなくて、休憩中とかそういう休

みの合間のサポートということなんですね。分か

りました。実際に本当に教員の負担軽減になって

いるんだったらいいことだなと思う一方で、採点
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などをすることによって、教員が児童の状況を把

握出来にくくなるということはないんでしょうか。

また、負担軽減が実際に教員のほうから、大変負

担軽減になっているという実感のアンケート集計

などがあるんでしたら教えてください。 

○青木学校教育課長 

採点業務とかそういったもので子どもが見れな

い。十分に把握出来ないんじゃないかというよう

な御心配もいただいたわけなんですが、そういっ

たところは実際に聞くことはありません。やはり

あくまでも負担軽減をして、さらにそれをもとに

子どもたちの学習について検討したりとか、教材

研究をするということで、非常に成果が上がって

いると聞いております。それでその成果のことに

ついては、アンケートを実施したり、そして連絡

会、全部のスタッフさんに集まっていただいて、

業務内容について、成果や反省などを出してもら

っております。アンケートの結果について今年度

はまだ調査中なんですが、昨年度のデータによる

と、負担軽減が図られたと実感出来た割合が

93％、子どもと向き合う時間が増えたというもの

が 96％、教材研究の時間が増加したというのが

87％いうふうにそういった項目で約９割の達成度

になっておりますので、非常に成果が上がってい

るんじゃないかなと認識しております。 

○山本委員 

14 人に 7 年度になるということなんですが、

配置じゃないところの学校の希望はないというこ

とですかね。 

○青木学校教育課長 

現在配置がなされていない４校でありまして、

三瓶中、野村中この二つについては学校補助員が

配置をされております。障害者枠ではあるんです

が非常にパソコンが使えたり、そのほかいろんな

業務が出来ますので、そういったこともあって配

置が希望がされていないのかなというふうに思っ

ております。大野ケ原小学校につきましては、当

初は配置の規模はあったんですが、学級数が増加

になりまして、養護教諭が新たに配置、教員数も

１名増ということになりましたので、必要ないだ

ろうということで配置をしていないというような

状況になります。 

○信宮委員 

今ほどの山本委員の質問と大体同じようなこと

になるんですけれども、スクールサポートスタッ

フ配置事業について、予算ベースで見ますと前年

度に比べて本年度予算が倍増になっておるという

ことで、かなりのスクールサポートスタッフの配

置を増やされてると思うんですけれども、今後も

増やす予定なのかどれくらいまで増やす予定なの

かということと、先ほどまつもと委員からもあり

ましたように、本来でしたら教員の負担軽減とい

うことだったんですけども、実際のところは生徒

と触れ合う機会もかなり多いかと思うんですけれ

ども、スクールサポートに応募される方特別な資

格は何もないということで、応募の状況と本当に

学校側が必要とされている方を採用出来ているの

かどうかお伺いしたいと思います。 

○青木学校教育課長 

予算のほうは増えておるんですけれども、人数

は令和６年度が 13 名、前年度がたしか５名とい

うような配置でした。それでまた人件費が人勧で

上がっておりますので、そういったところも合わ

せて予算は上がっております。これ国も一緒であ

りまして、予算を上げるけども人数の配置は一緒

というのが来年度の状況です。今後の予定としま

しては、今ほど申しましたように、まだ未配置の

学校については現在必要感がないというなところ

がありますし、小規模校については、実際には十

分賄えていると、ただ今後もそういう要望が上が

るようでしたらまた検討していきたいというふう

に思っています。あと実際のスタッフに関しての

資格等についてなんですが、そういったものはご

ざいません。現在配置されています 13 名につい

ても、元教員ももちろんおりますし、地域の方あ

るいは主婦をされている方、事務職員をされてい

た方というふうにいろんな方がおいでます。先ほ

どの学校が必要としている人材が入っているのか

というようなことがありましたが、ある程度やっ

ぱりそこら辺はできれば地域の地元の方が入って

いただくのが１番効率的かなと思って公募はかけ

るんですけれども、いろいろと情報は流してもら

うといいますか、こういう人が欲しいんですがと

いうのはうちのほうにも上がってきて、公募をか

けるというような状況になっております。 

○山本委員 

公募をかけるときの年齢制限の上限はないです

か。 
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○青木学校教育課長 

特に年齢制限、性別等々居住地等の制限はない

です。 

○信宮委員 

小学校、中学校の情報教育振興事業なんですけ

れども、ＧＩＧＡスクール構想ということでタブ

レット等の端末、最初導入するときは国からの手

厚い支援があったんですけれども、今後、来年度

も更新の時期に当たるということで、多額の費用

が発生するんですけれども、更新に当たっては、

西予市も負担をしていかなければいけない、今後

も更新のたびにその費用が発生していくわけで、

財政的に厳しい西予市が今後も大変になるんでは

ないかなと思うんですけども、この国や県の負担

の割合というのは、今後どうなっていくのか分か

りましたらお伺いしたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後 11 時 18 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 19 分） 

○青木学校教育課長 

ＧＩＧＡ端末の導入につきましては、令和７年

度に契約しまして、令和８年度から運用開始とい

う計画をとっております。現在の予定では、県の

共同調達ということで、３分の２の補助が上限

5 万 5000 円ということで設定されております。

それ以降については、まだ国の施策等もあります

ので、はっきりはしていないと、来年度を購入予

定については３分の２の補助でいけるという話で

あります。 

○まつもと委員 

関連してなんですけれども、端末の導入、私の

知り合いで１年生、２年生の端末を使用した学習

で漢字とかいうのがあって、タブレットはなかな

か反応しない。漢字を書いても。何度も何度も反

応しないので、やってるといやんなってやらなく

なるっていう保護者さんからの声を聞いて、１年

生、２年生で漢字の練習ならノートでもいいんじ

ゃないかなと思ったんですね。その端末を使用し

た学びがこれが最適であるというのはもう先生の

個別な判断になるんでしょうか、それともある一

定の基準とかモデルみたいなのがあって、話し合

われて学校単位、または教育委員会単位で決まっ

ているのか教えてください。 

○青木学校教育課長 

今ほど御質問いただきました、そういったＩＣ

Ｔで進めていくか。あるいは、特に小学校低学年

では、きちっとした基礎基本ということで、紙を

使った分でいくのかというのは常に話題になって

おります。結論から言うと両方をうまくミックス

して使っていくべきだとは思うんですが、それぞ

れの担任で違うのかという、そういうことはない

んですが、ある程度小学校１年生、２年生でどこ

まで習得できるのかとか、小学校中学年ではこれ

ぐらいの段階まで進めるというような大枠はある

んですが、実際は学校規模によって、30 人の学

級と４人の学級では取得率というか、個別に対応

指導する時間も違いますし、なかなかそこら辺で

差は出来ているのかと思うんですが、最終的には

もちろん担任の判断にもなるんですが、両方をう

まく組合せて指導していくというのが理想かなと

思っております。ただ学年が上がるにつれ、現在

の流れからいうとＩＣＴをしっかり進めていくと

いうのは、上に上がるほど顕著になってくるのか

なと思っております。 

○まつもと委員 

そしたら端末を使用して学びをしてみて、この

効果と内容の検証なんかをする、見直しをしたり

する会議みたいなのはされているっていうことな

んでしょうか。 

○青木学校教育課長 

市のほうでも情報化推進検討委員会などを開催

して、端末の使用等については、協議をする場あ

るんですが、その成果とか、一体どれぐらいの効

果があった、学力がついたかというようなところ

は実際には、なかなか検証出来ていないと、学力

向上推進委員会などもあるんですが、やっぱりそ

れが端末の学習がどこまで、成果上げたかという

のは数値的にはちょっと今見えてないというのが

実情です。 

○まつもと委員 

学力に結びついたかではなくて、端末を使用す

ることで効果的であるか、そうでないかっていう

ような、その教員の感覚レベルですよね。教えて

いて、なかなか端末のほうが難しいなとか、アナ

ログのほうがいいかなっていう情報共有みたいな

のはされてるんでしょうかっていう意味なんです

がどうですか。 
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○青木学校教育課長 

そこら辺のどちらがいいのかとかいうところま

で具体的には情報共有はされていないというとこ

ろでありますので、今後そういったところも情報

共有しながらよりよい成果が上がるようにしてい

きたいと考えております。 

○まつもと委員 

ありがとうございます。もう一つ、この間おイ

ネ賞事業でも目の光源を見ることによって目の負

担があるという講演をいただいたんですが、特に、

もちろん、もう１人１台端末等当然になってきて

いる中で、小学校１年、２年の低学年の子どもた

ちのこの目の安全とか、そういう部分での研究と

いうのは何かなされていたりしますか。 

○青木学校教育課長 

なかなかそこまでは踏み込めてないというのが

実情で視力が、落ちているというような調査結果

なんかはもちろん、養護教諭等から全体に流れて、

使い方気を付けましょうといった程度の啓発は出

来ているんですが、なかなかそれ以上のところは

出来てないとあわせて今だったら、スマホとかで

すね、そういったものの使用も非常に高くなって

いるので、そういったところも今後保健指導の一

つとして、情報教育だけでなく連携してそういっ

たところもしていかないと、どんどんそういう視

力が下がってる割合が上がってる研究間違いなく

出て、結果出ておりますので、そういったところ

も課題として、学校のほうには伝えたいと思いま

す。 

○まつもと委員 

先ほども教員の負担軽減という話が出たんです

が、この端末を利用することで先生が楽になって

いるのか、もう逆に使ってやらないといけないか

ら、考えたり組立てたりするのが負担なのかって

いうような声、アンケートみたいのはあるんです

かね。 

○青木学校教育課長 

負担なのかと、そういう直接問うようなアンケ

ートはないですが実際の意識調査、どれぐらいの

自分が操作できるかといったような調査はありま

す。負担感はないのかというところだと思うんで

すが、導入当初はですねやはり、年齢が上の方に

かなりの負担感があったんですが、随分とそこら

辺も導入しましてから日がたちますので、負担感

は減ってきたのかなと思っています。むしろ今若

い先生方を中心に、端末の有効的な活用、授業で

の使い方なんかをしっかりと指導というか共有し

ておりますので、以前よりは負担感は随分減った

のかなというふうに実感はしているところです。 

○井関委員 

更新されるということで、相当多くのパソコン

が余ってくるというか、更新された使用済みのパ

ソコンですよね。それの利用方法っていうのは考

えられてるんですかね。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 28 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 28 分） 

○青木学校教育課長 

使用済みとなる端末については、現在のところ

廃棄ということで、検討しております。 

○井関委員 

今、いろいろタブレット、あんまり大きくない

ので、タブレットとして使えるんじゃないかなと

思うんですが独居老人の方とかの通信手段として

利用ができるんじゃないかなっていうことで今回

の一般質問の中でも、そういった独居老人の方で

も使えるっていうようなことをやったらどうかな

ということを酒井議員のほうが質問されていたと

思うんですけども、そういうところに、こんだけ

数があるので、利用出来ないかなと思うんですが、

当然通信手段の料金は個人が払っていただかなけ

ればならないと思うんですが、そういうのに使え

る程度のものなのかあるいはそんなに機能はない

のかそこら辺どうですか。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる （休憩 午前 11 時 30 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 30 分） 

○青木学校教育課長 

現在のところ、廃棄予定の端末なんですが性能

も古過ぎるということでサポートがない保証が切

れるというようなところで、現在のところは利用

出来ない、廃棄というところで考えております。 

○信宮委員 

学校給食について伺いたいと思います。学校給

食はやはり食育ということも、やっぱ念頭に置い

て給食つくられてると思うんですけれども、最近



- 18 - 

 

ちょっと食育という言葉があんまり聞かれなくな

ったように思うんですけれど、以前一般質問なん

かで聞いたときには地元の食材の使用率を上げて

いこうということで、米については当然 100％に

なってると思うんですけれども、以前は 15％前

後の地元産使用率だったと思うんですけれども、

地元産使用率をどんどん上げていこうという考え

があった中で、実際に上がっているのかちょっと

お伺いしたいと思います。 

○竹﨑委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 32 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 34 分） 

○青木学校教育課長 

ちょっと数字的なところを、詳細については、

また後で報告をさせていただきます。そういうこ

とで御了解いただいたらと思います。 

○まつもと委員 

部活動地域移行推進事業についてちょっと聞か

せてください。来年度は、宇和の剣道部と野村の

相撲部で実証予定って聞いたんですが、この実証

予定以外の部活に、例えば地域の人が、名のり出

てくれたり、やってみたんいんやけどって言われ

たときの対応っていうのはどうですか。知り合い

が宇和中学校のバレー部に、この時間いけるんだ

けどどうか、ボランティアでもいいんだがってい

うような声をかけたらしいんですけど、平日は断

られたということで、どうなってるのかなあとい

うのをちょっと聞きたいと思います。 

○青木学校教育課長 

現在のところ、先ほどの実証事業の二つの部活

については、謝金も払ってというなところで、や

るんですけれどもそれ以外については、現在実際

に指導者として入ってもらっている地域の方も、

もちろんボランティアにはなるんですがおります。

あとは部活の中でやるとなると、やっぱり学校裁

量ということになってきますので、ちょっとそこ

ら辺はもう学校に任せているという状況でありま

す。 

○まつもと委員 

学力向上プロジェクトについて聞かせてくださ

い。先ほど、漢字検定の補助というお話だったと

思うんですが、学力テストとか学力、学習、状況

調査とはこれ関係ないという考え方のプロジェク

ト事業なんでしょうか。 

○青木学校教育課長 

全く関係はないということではないので関連は、

多かれ少なかれあったりします。特に学力学習状

況調査、国のほうが始めたことによりやはり県内、

そして市内のほうも学力を上げていくと、その基

本となるところで、漢字等、漢字検定等に試行。

自分から取り組んでいこうという子どもたちを増

やすという意味でやっております。直接は関係な

いんですがそういう流れで、西予市も学力を上げ

るその一環として漢字検定の補助というふうにと

らえております。 

○まつもと委員 

学力テストには賛否あると思うんですが、これ

県のデーターちょっと見てみたらいろいろ西予市

に対して分析されていると思うんですけれども、

この漢字検定以外の学力向上のための取組を今後

増やしていくみたいなお考えはあるんですか。 

○青木学校教育課長 

現在、漢字検定を中心に報告しております。そ

れでどうやって学力を上げていく取組をするのか

というところなんですが、県や国が調査というよ

うなところでやっているんですが、実際に学校現

場では、調査をしてもなかなか分析が出来ないと

いうようなところもあります。逆に、授業はどう

なのかというところで、教育委員会としては、調

査をして、学力を上げるというところよりも、教

師の授業力、指導力を上げて、それを子どもたち

の学力に結びつけていくというところに、今年度

来年度と、舵を切っていくといったところで考え

ております。教師の指導力向上、授業力向上が、

子どもたちの学力向上に結びつくと、そんな考え

であります。 

○まつもと委員 

そうしましたら、教職員の方の指導力を上げる

ための新しい研修とか予算とかはあるんですか。 

○青木学校教育課長 

研修ということなんですが、一応宇和町小学校

のほうを研究推進校、研修の中心の学校というふ

うにして取組を市内広げるということを今年度か

らやっております。あわせて来年度については、

やはり講師も県外とか県内のそういった授業力を

上げるためのいろんな講師は呼びたいということ

ですので、講師の謝金、旅費等については、７年
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度予算を上げております。あわせて、研修ばかり

増やしても教員の負担が減るということなので、

負担軽減の先ほどのスクールサポートスタッフの

増員なんかも、ある意味教員の授業力向上の一つ

と考えて働き方も考えながら、授業力を上げてい

くという方向で考えております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にはないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち学校教育課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 41 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 42 分） 

それでは、その他学校教育課所管に関する質疑

がありましたら、発言をお願いいたします。 

○二宮委員 

ＧＩＧＡスクール構想が始まった当初に小学校

の低学年の子どもには、通学で重いんじゃないか

という、パソコンがという話がありました。最近

でもですね、ちょっとここ何件かそういうお声を

聞いたので、その後、学校ごとに何か対策をされ

てるのか、教育委員会として、西予市として何か

取組をされているのか、現状が分かれば教えてい

ただきたいなと思います。 

○青木学校教育課長 

１人１台端末の持ち帰りに関して、現在、市内

全ての学校に小学校低学年だと週２回、３年生以

上中学年生に関しますと週３回を目安に、持ち帰

りを進めているところです。今ほど委員おっしゃ

られたように、ＧＩＧＡスクール構想始まった当

初は非常にそういった声をよく聞いております。

また現在も直接委員会のほうには、そういった声

は聞かれないんですが、学校でのアンケートとか、

学校評価なんかにもまだそういった意見もあると

伺っております。そういった声を聞いたことから

学校も、いわゆるその教科書の持ち帰る数を減ら

したり、置き勉とかいうやつになりますけれども、

全ては持って帰らなくていいなど、対応はしてい

るんですが、それでも今ほど言われたようにそれ

でも重いじゃないかなという意見は出ております。

そういうこともありましたので、先ほど話題にな

っております新しい端末を来年度購入というとこ

ろなんですが、それについては、現在のものより

も軽量であるもの、そして、あくまでも予定であ

りますが、画面とキーボードが離れたセパレート

タイプのものを導入して、負担軽減といいますか

軽量化、持ち帰りやすいそういった端末の導入を

今予定しているところです。 

○竹﨑委員長 

では以上で、学校教育課所管分の議案外質疑に

ついてを終わりといたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 45 分） 

 

 【まなび推進課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 47 分） 

これよりまなび推進課所管分に移ります。 

それでは、議案第 16 号「西予市青少年補導セ

ンター条例の一部を改正する条例制定について」

を議題といたします。 

大崎課長の説明を求めます。 

○大﨑まなび推進課長 

議案第 16 号「西予市青少年補導センター条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、西予市青少年補導センター

移転に伴い条例の一部を改正するものであります。

令和６年度からこども家庭センターを設置し、児

童福祉と母子保健の一体的な支援を推進してまい

りましたが、新たに不登校支援対策も連携して取

り組むことの必要性を考え、令和７年度から教育

委員会が本庁舎へ移転することとなりました。 

つきましては、事務所移転に伴い西予市青少年

補導センターの住所、地番について、改正を行う

ものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大﨑課長の説明は終わりました。 
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これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にはないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 16 号「西予市青少

年補導センター条例の一部を改正する条例制定に

ついて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 50 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 50 分） 

続けて、議案第 17 号「西予市文化財保護条例

の全部改正について」を議題といたします。 

大﨑課長の説明を求めます。 

○大﨑まなび推進課長 

議案第 17 号「西予市文化財保護条例の全部改

正について」提案理由の御説明を申し上げます。 

本条例は、市の区域内に所在する文化財を保護

し、かつその活用を図り市民の文化的向上に資す

るとともに、我が国文化の進歩に貢献することを

目的として定めているものでございます。 

本条例の関係法令となる文化財保護法は、昭和

24 年の法隆寺金堂壁画の損傷を契機に翌昭和

25 年に制定されたもので、その後の社会の変化

に伴い、新たな制度の導入や保護対象の拡充が図

られてまいりました。一方で本条例は新たな制度

の導入等への対応が整わず課題となっておりまし

た。 

例えば、令和３年度の法改正で地方登録制度が

創設されましたが、西予市ではまだ導入しており

ません。今回は条例全体の構成を文化財の類型に

応じたものとし、新たに市の登録制度を導入する

とともに、選定保存技術等を文化財に追加いたし

ました。 

つきましては、文化財保護法や愛媛県の条例と

の整合性を図り、本市の文化財行政推進の基盤を

整備するため西予市文化財保護条例の全部を改正

するものであります。 

以上よろしく御審議の上、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大﨑課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山本委員 

文化財と聞くと非常にお堅い印象を受けるんで

すけど、登録制度いうのを取り入れるということ

なんですが、登録ということは否定にはならんけ

ども登録という段階のレベルなんでしょうか。 

○大﨑まなび推進課長 

指定にまでは満たないけれども、文化財として

は価値がありまして、その保存とか活用が必要だ

としまして、新たに登録というカテゴリーといい

ますか、指定には満たないその下の部分に設置を

して、そこに制度化したというところでございま

す。いわゆるその指定制度を補完するものと御認

識いただいたらと思います。 

○山本委員 

指定の予算的なものがかかるかと思うんですが、

登録制度で予算的な支援というかそういうなこと

もあるんですか。 

○大﨑まなび推進課長 

登録制度を導入することで、保護ができる文化

財の範囲を広めたりとか、登録された文化財の知

名度を高めたりというようなことが、まずはメリ

ットかと思っておりますけれども、そういったこ

とで文化財保護の重要性を認識していただくとい

うようなことが、まずは１点あろうかと思います

が、それらを財政的な支援というような視点で、

何か制度があるかというような御質問かと思いま

すけれども、国の制度においては、登録文化財の

場合、修理などの際に設計監理料の２分の１とい

うものを、幇助することとなっております。これ

らに準じて今後考えていきたいなというところで

ございますけれども、今後の登録の状況そういっ

たものも見極めながら、文化財保護審議会そうい

ったところの御意見をいただきながら、調査検討

をしていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○山本委員 

西予市内にいろんなとこにそういうふうな登録

というような形にすると、ここにもあそこにもと

いう重要なものが、あったんかなと出てくるんじ
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ゃないかと思うんですが、私個人で勉強不足で非

常に文化財はあんまり認知してないんですけども、

市民の方々へのこんな制度が出来ましたよとかい

うのは、お宅も何かありませんかとか周知の方法

なんかを考えておられますか。 

○大﨑まなび推進課長 

まず、今議会で議決を得ましたら、市のホーム

ページ等で発信するほかタイミングを見まして、

広報紙等でも掲載をしたいと考えております。ま

た区長さんの集まりであります行政連絡協議会と

いうな会議であったり、また 27 の地域づくり組

織そういった集まりであったり研修会、そういっ

た中で、お知らせできればと考えているところで

ございます。 

○まつもと委員 

この取組すごくいいなと私は思っていて、もう

文化が本当人口減少で守れなくなる、無形のもの

特に守れなくなっていくんじゃないかなというと

ころで、登録することで価値を見直して、共有す

るっていうのはすごくいいなと思うんですが、さ

っき山本委員もおっしゃられたようにそうやって

自分たちの文化が登録されるような文化だったん

だという新たな見直しと、またそれが隣の地域と

か、その旧町ごとだと全然知らなかったりするの

で、それを市民が共有するとか見に行ってみる。

文化が広がるみたいなことというのを登録しなが

ら、進めていかれるのがいいんじゃないかなと思

うんですが、その結果を報告されるとかではなく

て、調べて登録していくところも市民と共有する

みたいな取組、ともに考えてワークショップする

とかっていうものがあったらすごくいいなと思う

んですが、この登録をしていくスケジュールとか、

具体的に少しでもあれば教えてもらったらなと思

います。 

○大﨑まなび推進課長 

この登録制度もあくまでも所有者や地域の申請

という手段というか手順で、進めていきますので、

まずは先ほど言ったような周知を図ることや、そ

の地域の中に眠っているというか未指定の文化財

がどれほどあるのかっていうそういったことをま

ずは知ってもらう必要があるのかなと思っており

ます。昨年策定いたしました地域計画の中に、未

指定の文化財のリストというものを策定しており

ます。これがおよそ 560 件あったというようなこ

とでございますので、そういった物件の中から、

候補となるものが考えられるのかなと思っており

ますので、そういったことの周知や理解を市民に

図っていくことがまずは先決かなと思っておりま

す。例えばですね、明浜町で言いますと今年まで

翻刻作業をしておった長崎東海日誌であったり、

野村町であれば乙亥大相撲、これらもまだ未指定

でございます。そういったことが指定になってい

ないということを、市民の方まだ知られてない方

が多いんじゃないのかなと思いますので、そうい

った未指定の文化財で実は大切にしなければなら

ないということを、理解を図っていく、そういっ

たことの働きかけが初めとしては必要かなと認識

をしているところです。 

○竹﨑委員長 

積極的に進めてもらいたいなと思います。その

ほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 17 号「西予市文化

財保護条例の全部改正について」原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後０時０分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。   （再開 午後０時０分） 

続けて、まなび推進課の審査を継続いたします。 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうちまなび推進課所管分について

を議題といたします。 

大﨑課長の説明を求めます。 

○大﨑まなび推進課長 

「令和７年度西予市一般会計予算」のうちまな

び推進課所管分について、予算書に基づき御説明

を申し上げます。 

まず、歳出予算から説明させていただきます。 

予算書は 171 ページをお開き願います。 

10 款教育費、5 項社会教育費、1 目社会教育総

務費 8223 万 9000 円でございます。この目におい
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ては、社会教育に関する３件の事務事業と職員給

与費を計上しております。このうち社会教育総務

費庶務事業には、355 万 7000 円を計上しており

ます。この事業は、社会教育委員の報酬、旅費な

どの予算のほか社会教育主事講習を受講させるた

めの旅費、資料代といった庶務全般に関する予算

とＰＴＡ、愛護班、ボーイスカウト、国際交流協

会に対する団体補助金、県の団体に対する負担金

など教育委員会が所管する社会教育に関わる諸経

費を計上しております。 

次に、高校魅力化事業には、1402 万 4000 円を

計上しております。この事業は市内県立高校の存

続を目的に公営塾の運営や魅力化コーディネータ

ーを配置し、地域と連携を図りながら高校の魅力

化を図る事業でございます。昨年から教育委員会

に当事業が移管されたことから、中学生と高校生

が一緒に活動するなどの機会を増やす取組を進め

ております。また、令和５年度から開始しており

ます遠距離通学費補助事業においては、令和７年

度からは対象を市外生徒にも拡充し、西予市の高

校に遠距離通学する生徒に対して通学費を助成す

ることで、市内高校進学率の向上に努めることと

しております。主な予算としましては、公営塾ス

タッフ活動支援業務委託料やアドバイザリー業務

委託料など委託料 570 万 9000 円、遠距離通学費

補助金 500 万円、中高連携事業として 30 万円の

負担金等を計上しております。 

次に、地域学校協働活動推進事業には、

1444 万 8000 円を計上しております。この事業は

学校家庭地域が連携協働し、地域一体となって子

どもたちの成長を育むための支援体制を構築する

とともに、子育てする保護者が安心して家庭教育

ができるよう支援する事業です。具体的には愛媛

県の補助事業、地域ぐるみで育むえひめっ子未来

創造事業費県補助金を活用し、５つの事業経費に

ついて計上しております。内訳は放課後子ども教

室 656 万 8000 円、学びや事業 298 万 8000 円、せ

いよ家庭教育子育て応援グループが取り組む講座、

イベント経費 178 万円、運営委員会の運営費

25 万 2000 円、令和７年度から新たに学校と地域

をつなぐ推進委員設置に 285 万 8000 円を計上し

ております。 

それでは次に、予算書 173 ページをお開きくだ

さい。 

3 目図書館費 8426 万 5000 円でございます。図

書交流館に関する３件の事務事業と会計年度任用

職員及び職員給与費を計上しております。このう

ち図書交流館管理運営事業には、2055 万 3000 円

を計上しております。当事業は図書交流館及び野

村、三瓶分館の施設管理に関わる経費のほか、各

種講座や研修事業の運営経費となります。主な予

算としましては、備品購入費、庁用器具費 530 万

円となりますが、図書及び映像ソフトの購入費で

ございます。 

次に、図書交流館電算システム管理事業には、

1147 万 2000 円を計上しております。図書交流館

では、利用者管理、図書の貸出の返却事務、レフ

ァレンス等の事務を図書システムを活用して管理

運営しております。その必要経費を計上しており

ます。 

次に、ブックスタート事業には 18 万円を計上

しております。この事業は子どもの誕生を祝うと

同時に、乳幼児の４カ月健診に本をプレゼントす

るものです。絵本を介して親子が触れ合う機会を

持ち、幼少の頃から本が身近にある習慣が身につ

くことを推進するものです。 

次に、会計年度任用職員給与費（図書交流館管

理運営事業）では、図書交流館まなびあん及び野

村、三瓶分館の業務員 14 名分として 3843 万

8000 円を計上しております。 

それでは予算書は 175 ページをお開きください。

6 目青少年育成費 177 万 7000 円でございます。

この事業では青少年補導員 71 名の報償費、旅費

のほか県の団体への負担金、補導委員会や青少年

育成協議会への補助金を計上しております。また、

子どもたちに人気の四国西予ジオパークキャンプ

事業については、令和６年度は城川町土居の地域

づくり活動センターを拠点に３泊４日で実施する

ことが出来ました。令和７年度は野村町の渓筋地

域において事業を計画しております。 

それでは次に、予算書は 179 ページからになり

ます。10 款教育費、6 項文化振興費、2 目文化財

保護費 5297 万 9000 円でございます。この目には

５件の事務事業と２件の会計年度任用職員給与費

及び職員給与費を計上しております。このうち文

化財保護推進事業には 245 万円を計上しておりま

す。この事業は文化財保護審議会、地域計画協議

会、指定文化財の補助金等に関する予算を計上し
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ております。令和７年度は西予市文化財保存活用

地域計画を推進していくための必要経費として協

議会を設置し、推進体制の整備を図るほか、文化

財に関するアンケートの実施や文化財カルテの作

成、また各種講演会を実施するなど、市民への周

知と文化財に関する理解の推進に取り組みます。 

次に、文書館管理事業には 47 万 7000 円を計上

しております。文書館には、西予市に関する歴史

的に価値のある古文書、公文書、その他地域資料

の収集、また保存研究活動により、郷土の歴史と

文化を後代に伝える事業として必要経費を予算計

上しております。 

次に、埋蔵文化財発掘調査事業には 341 万

5000 円を計上しております。この事業の主な内

容としましては、宇和盆地に３つ存在する前方後

円墳のうち小森古墳、ムカイ山古墳の試掘確認調

査を実施し、調査報告書を作成するというもので

す。また、周知の埋蔵文化財包蔵地の把握と周知

を行うとともに、開発の際には試掘確認調査を実

施することにより、埋蔵文化財保護と開発事業の

円滑な調整を行います。 

次に、古代ロマンの里推進事業には 70 万

5000 円を計上しております。この事業は古代ロ

マンの里整備活用基本計画に基づき、市内に残る

古墳や遺跡を周辺の自然環境や文化遺産とともに

一体的に整備するものです。遺跡や出土資料を活

かした事業を展開することで市民の文化財に対す

る理解を図ります。令和７年度には施設整備検討

委員会の設置や古墳に関するシンポジウムの開催

を計画しております。 

次に、文化的景観保護推進事業には 736 万円を

計上しております。この事業は宇和海狩浜の段畑

と農漁村景観が平成 31 年２月に重要文化的景観

に選定されたことから、文化的価値の保存と景観

を活かしたまちづくりを推進するものです。保存

活用計画及び整備計画に基づき西予市文化的景観

保護審議会へ助言を求めながら、重要な構成要素

等の復旧修理及び修景を行います。令和７年度に

は修景工事１件 50 万円、また、訪れる観光客ら

がエリア内を散策出来やすいように、誘導サイン

を設置する必要経費として業務委託料 459 万

2000 円を計上しております。会計年度任用職員

給与費では、埋蔵文化財に関する業務員５名分と

して 984 万 4000 円、また文書館職員１名分

499 万 6000 円を予算計上しております。 

それでは次に、予算書 185 ページをお開きくだ

さい。8 目歴史民俗施設運営管理費 218 万

9000 円のうち当課所管分が 180 万円でございま

す。明浜歴史民俗資料館管理運営事業に 73 万

1000 円、会計年度任用職員給与費（明浜歴史民

俗資料館管理運営事業）では用務員２名分として

106 万 9000 円を予算計上しております。 

次に、歳入予算について御説明申し上げます。

予算書は 21 ページをお開きください。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、7 目教育

使用料、3 節社会教育使用料につきましては、図

書交流館における貸館の使用料金、使用料収入

12 万円を計上しております。図書館の管理運営

事業に充当しております。 

次に予算書は 23 ページになります。 

5 節文化振興使用料につきましては、明浜歴史

民俗資料館における入館料収入 1 万 2000 円を計

上しており、資料館の管理運営事業に充当してお

ります。 

次に 28 ページをお開きください。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、7 目教育費

国庫補助金、5 節文化振興費国庫補助金につきま

しては、２件の補助金を計上しております。国宝

重要文化財等保存・活用事業費国庫補助金（埋蔵

文化財）につきましては、139 万 8000 円を計上

しており、埋蔵文化財発掘調査事業に充当してお

ります。また、国宝重要文化財等保存・活用事業

費国庫補助金（文化的景観）につきましては

422 万 1000 円を計上しており、文化的景観保護

推進事業に充当しております。 

次に 30 ページをお開きください。 

15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補

助金、2 節地域振興費補助金、えひめ人口減少対

策総合交付金 3568 万 5000円のうち 125 万円を高

校魅力化事業に充当しております。 

次に 33 ページをお開きください。 

7 目教育費県補助金、4 節社会教育費県補助金、

地域ぐるみで育むえひめっ子未来創造事業費県補

助金 963 万円を計上しております。この補助金は

学校家庭地域が連携協働して事業を推進する県補

助金で、推進員の設置や放課後子ども教室、学び

舎や家庭教育に関する相談事業といったイベント

事業が対象となっております。地域学校協働活動



- 24 - 

 

推進事業に充当しております。 

次に 35 ページをお開きください。 

16 款財産収入、1 項財産運用収入、1 目財産貸

付収入、1 節土地建物貸付収入につきましては、

市有地貸付料 1980 万 5000 円のうち 6 万 6000 円

を計上しております。図書交流館内の自動販売機

設置に関する貸付料になり、施設の管理運営費に

充当しております。2 目利子及び配当金に関しま

しては、宇和町地域古代ロマンの里構想基金利子

10 万 2000 円を計上しており、基金積立金に充当

しております。 

次に 36 ページをお開きください。 

2 項財産売払収入、2 目物品売払収入、1 節物

品売払収入につきましては、記念誌売上収入 1 万

6000 円のうち西予市誌などの売上げとして

4,000 円、出版物売上収入 42 万 2000 円のうち文

化財関連の出版物売上として 9,000 円を計上して

おり、文化財保護推進事業に充当しております。 

次に 37 ページをお開きください。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金、9 目宇和町地域

古代ロマンの里構想基金繰入金、1 節宇和町地域

古代ロマンの里構想基金繰入金につきましては、

70 万 5000 円を古代ロマンの里事業に繰入れて活

用いたします。 

次 38 ページでございます。 

32 目ふるさと応援基金繰入金 7 億 8056 万円の

うち 1247 万 4000 円を高校魅力化事業に、500 万

円を図書購入費、18 万円をブックスタート事業

に充当しております。 

次に 44 ページになります。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、10 節教育費

雑入につきましては、946 万 6000 円のうち 84 万

8000 円を計上しております。主な雑入は四国西

予ジオパークキャンプ事業の参加負担金 46 万円、

公営塾の受講料を 30 万円などとなっております。

青少年育成事業と高校魅力化事業にそれぞれ充当

しております。 

以上で、まなび推進課所管分の説明を終わりま

す。よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

大﨑課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山本委員 

高校魅力化という言葉がたくさん出てきたので

高校魅力化事業についてちょっとお尋ねをしたい

んです。先月、県立入試もあったんですが、市内

中学校の生徒で市内の高校に進学を希望されとる

生徒数はまなび推進課で分かりますかね。 

○大﨑まなび推進課長 

先週まだ試験をしたばかりで、結果は出てない

という状況ですので、志願状況の結果になります

が、明浜中が 14 名中残念ながら０名でおりまし

た。そして宇和中に関しては 165 名中 71 名、そ

のうちですけれども 19 名が特色入試ですかねそ

ちらで入学した方が 19 名いたということです。

野村中に関しては全体が 58 名そのうち 37 名が西

予市内でしてそのうち 22 名が特色入試であった

と。そして城川中に関しては 12 名のうち７名が

市内でございましてそのうち４名が特色入試であ

ったという状況です。三瓶中に関しては全体で

32 名おりましたけれどもそのうちの 13 名が市内

にうち８名が特色入試だということで、今の見込

みで言いますと、45.6％ぐらいが市内の高校に進

学したということで、若干ではありますけれども、

増加傾向にあるというそういった状況でございま

す。 

○山本委員 

50％を割っておるということでなかなか高校魅

力化につなげていかなくてはならないと再確認す

るんですが、令和７年度は遠距離通学の補助を市

外に広げるということで、聞いたと思ったんです

が、市外の生徒に広げるということは市内逆に考

えたら、市内の生徒がうち大洲行くんやけどうち

八幡浜行くんやけど市内の生徒、住民に補助して

くれんのかとかいう逆の発想は出ないんでしょう

かね。 

○大﨑まなび推進課長 

確かにですね、そういった声もあろうかと思い

ます。市政懇談会でそういった意見があったとい

うことは聞いておりました。ただ西予市としまし

ては、高校存続のための生徒数確保を目的とした

支援でありたいというふうに考えておりまして、

市内生徒が市外に行く者に補助をしてしまっては、

目的が明確でなくなってしまうので、今の段階で

はないのかなと。他市町では実際そういう支援策

を打ってるとこがありますけれども、それは市内
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に高校がない地域が、例えば、よその下宿とか寮

に住むことよりは、こちらに住んでいただいて要

は生活は市内でやってもらいたい。だから遠距離

に通学するために、補助制度を設けておるという

ところはあるようでございます。ですのでまだそ

の段階ではないフェーズではないというふうに認

識をしております。 

○山本委員 

高校魅力化、生徒数が増えることを期待して、

市外の中学生にこんな補助があるけん来てやいう

ことを伝えんといけんと思うんですが、宇和島と

か八幡浜とか大洲の中学生に伝える周知の方法と

かはどんなふうに考えられておりますか。 

○大﨑まなび推進課長 

まずはこの議決を得たということをもって、西

予市のホームページに掲載するということは当然

行いたいと思いますし、またこれは市内での周知

になりますけれども広報紙にも当然しかるべきタ

イミングで掲載する必要があるなと思っておりま

す。また高校においては、当然これもホームペー

ジをお持ちですのでそちらのほうで発信をしてい

ただくのと、７月頃になるかと思いますけれども、

学校説明会が各中学校にて行われるかと思います

けれども、そういった機会を通じて周知を図って

もらいたいなと思っております。特に宇和高校に

関しましては、令和８年度から総合学科の新設に

なるというようなことですのであわせてそういっ

たことを周知することで、強力な発信力になるの

ではないかと期待をしているところです。 

○まつもと委員 

地域学校協働活動推進事業についてお聞かせく

ださい。新たに推進委員設置というふうにあった

と思うんですが、どんな事業なのか教えてくださ

い。 

○大﨑まなび推進課長 

この事業は学校と家庭そして地域がそして行政

が連携をして、子どもたちの学びを提供するそう

いう事業でございます。地域住民の参画のもと事

業が実施されるということで、地域全体で未来を

担う子どもたちの成長を支えようとする事業でご

ざいまして、これらの推進にあたっては、学校と

地域をつなぐコーディネーターといいますかそう

いった推進員が必要ではないかというふうに考え

ておりました。昨年あたりでしたけれども校長会

の代表として、そういった要請というか要望もご

ざいましたし、昨年でしたかね井関委員からも、

そういった推進員設置の一般質問があったかと思

います。そういった経緯も踏まえて検討を進めて

まいりましたけれども、やっぱり今の現状を見て

おりますと学校と地域をつなぐそういった推進の

必要性というものも考えまして、次年度からモデ

ル校を３地域選定しまして取り組むことといたし

ました。今の設置する学校は、１つが宇和中学校、

これは宇和町全体として広域な地域のモデルとし

て設置をしてみたいなと思っております。もう１

つが野村小学校、ここも広域な小学校というエリ

アですけれども、大変野村地域コミュニティーの

活動が盛んなところでございますので、そういっ

たところでどのような活動が展開されるのかとい

うようなことで設置をしてみたいと。それから、

３点目が三瓶小、三瓶中、この小中の両方を１名

で連携して推進することができるのかというなこ

とで、小中を包括して推進してもらえるような取

組を考えております。これらの推進の役割として

は、まずは各地域づくりセンターなどが取り組ん

でおります活動と連携しまして、総合学習の支援

策であったり、ふるさと学習や職場体験、そうい

ったものの企画立案を行ったり、その地域の団体

との連絡調整そういったことを、主な職種と考え

ております。今導入しようとしておるのはこれあ

くまでも実証実験という形で、モデルということ

でありますので、これからしばらく３年ぐらいは

この設置した状況を見ながら、今後どのように展

開していくのか検討を進めていきたいと考えてい

るところです。 

○山本委員 

私も同じとこちょっと目新しい事業などで聞き

たかったので、自分も昔 40 年ほど前に社会教育

主事制度で野村の教育委員会に行かしてもらって

非常にネットワークも広がったし、人間関係づく

りで後々非常に今現在も助かっておりますんで非

常にいい事業やな、モデル３つの地域、そして実

証実験の３年間という予定らしいですが、非常に

いい事業だと思いますんで、ぜひとも学校地域に

広げていってほしいんですけど、もうちょっと具

体的なこの役割とか業務をもうちょっと詳しく教

えてもらうこと出来ますか。 

○大﨑まなび推進課長 
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この事業はそのほかにも多くの事業がございま

す。放課後子ども教室っていう事業もその一つで

ございますし、学び舎事業この事業も一つ事業で

ございます。あと家庭教育支援事業というような

事業もございまして、たくさんの事業がまだあり

ますので、これらをそこの地域でどういうふうに

展開していくのかっていうものを、これから学校

のコミスクらとで実際に議論し合って、そこの地

域で必要な事業というものは、こういうものだと

いうようなことをより具体的に進めていきたいな

と思っております。ですので、今までもこれはや

ってたんですけれども、これからさらにこれを具

体的に地域に根づいた活動を推進していくために

は、やっぱり学校のコミスクと連携を図った上で、

そして各公民館にあるセンター事業を絡めながら、

どう展開していくのかということは、これからに

なりますけれども、そういった話合いの場を深め

ていきたいなと考えているところです。 

○まつもと委員 

図書館費について教えてください。システム管

理事業が増額になっていて、システム改修委託料

が上がっているのかなと思うんですが、何かシス

テムがよくなる改修なのかどうか教えてください。 

○大﨑まなび推進課長 

図書交流館まなびあんがちょうど５周年でござ

います。当時導入したいろんな図書のシステムで

すけれども、これを基本的に５年を経過した段階

で新たにバージョンアップしなければならないと

いうものでございまして、内容の更新というより

は、そのシステムを機械的に５年経ったので新た

に導入し直すという更新でございます。 

○まつもと委員 

当図書館で働く人のことをちょっと知りたいん

ですが、会計年度が 14 人ということで、司書の

方も全て会計年度任用職員なのかどうか。司書さ

んを配置されてると思うんですけど、正職の方が

おられるのか、全て司書も会計年度任用職員にな

ってるのか。 

○大﨑まなび推進課長 

図書館の司書が現在３名ですけれども、それぞ

れまなびあんと野村分館と三瓶分館に在籍してお

りますが、正職員は野村分館に１名、まなびあん

と三瓶分館は会計年度任用職員という形になって

おります。 

○井関委員 

同じく図書館の分ですがブックスタート事業な

んですけども、今ブックスタートの絵本っていう

のは何冊ぐらいあって選べるようになってるんで

すか。 

○大﨑まなび推進課長 

選ぶというよりはもう司書が配布する本を２冊

選定しておりますので、１年間はその２冊決まっ

たものを４歳児の健診時にお配りしておるという

そういった流れでございます。 

○井関委員 

年度ごとにその本は変えられてるんですか。 

○大﨑まなび推進課長 

年度ごとに司書が新たに本を選定しております。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうちまなび推進課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後０時34分） 

 

【会計課】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 37 分） 

これより会計課所管分に移行いたします。 

審査に先立ちまして岩本会計管理者の御挨拶を

お願いいたします。 

○岩本会計管理者 

岩本会計管理者が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

続いて、議案第 40 号「令和７年度西予市一般

会計予算」のうち会計課所管分についてを議題と

いたします。 

岩本会計管理者の説明を求めます。 

○岩本会計管理者 

議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計予



- 27 - 

 

算」会計課所管分につきまして御説明を申し上げ

ます。 

まず、歳出の部から御説明申し上げますが、予

算書の 54 ページと 55 ページをお開きください。 

2 款総務費、1 項総務管理費、4 目会計管理費

です。本年度の予算額 6303 万 3000 円、前年度予

算額 6143 万 3000 円、160 万円の増となっており

ます。本年度予算の増額の主な理由は、令和６年

10 月からの公金振込手数料の有料化に伴い前年

度上半期分のみ計上していた振込手数料について、

本年度は通年分を計上したことであります。 

次に、節区分の御説明を申し上げます。 

2 節給料費 2309 万 7000 円は正職員６名分の給

料です。3 節職員手当等 1781 万 6000 円、4 節共

済費 801 万 4000 円は正職員に係る各種手当、職

員共済組合負担金等であります。10 節需用費

70 万 6000 円、このうち印刷製本費の内訳は口座

振込通知書等であります。11 節役務費 1217 万

5000 円ですが、手数料のうち 1013 万 1000 円が、

先ほど御説明しました振込手数料であります。

12 節委託料 67 万円、このうち 66 万円が口座振

替事務委託料です。13 節使用料及び賃借料 55 万

5000 円、主に公共料金の自動口座振替払とデー

タ伝送サービスに係る使用料です。以上会計課所

管の歳出予算となります。 

次に、歳入の部を御説明させていただきます。

予算書の 39 ページをお開きください。 

20 款諸収入、2 項市預金利子、1 目市預金利子

につきまして、本年度予算額 238 万 4000 円、前

年度予算額 14 万 4000 円、224 万円の増となって

おります。 

次に 42 ページをお開きください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費

雑入のうち、説明欄の県証紙売捌手数料でありま

すが本年度予算額 8 万 9000 円となっております。 

以上、会計課所管分の歳入予算となります。よ

ろしく御審議の上、御決定いただきますようお願

い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

岩本会計管理者の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち会計課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 44 分） 

 

【監査事務局】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 45 分） 

これより監査事務局の審査に移ります。 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち監査事務局所管分について議

題といたします。 

富永監査事務局長の説明を求めます。 

○富永監査事務局長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち監査委員事務局所管の事業に

ついて御説明いたします。 

歳出予算は予算書の 71 ページと 72 ページです。 

2 款総務費、6 項監査委員費、1 目監査委員費

でございます。目全体の予算額は 2018 万 2000 円

で、このうち監査委員費庶務事業が 229 万円であ

ります。これは西予市の行財政事務に関する監査

及び各会計における決算審査など地方自治法に基

づき監査委員が行う業務について所要の経費を計

上するものです。その主な内容ですが、1 節の報

酬 194 万 8000 円、非常勤の特別職であります監

査委員２名分の報酬を計上いたしております。 

続きまして、8 節旅費 26 万 4000 円、全国で

791 の市が加盟する全国都市監査委員会がござい

ますが、本市で言いますと県、四国、西日本、全

国というブロック単位で総会、また研修会が開催

されますので、それらに参加するための旅費とし

て計上しております。また、18 節負担金補助及

び交付金 3 万 7000 円はその際の研修会参加負担

金及び全国都市監査委員会に納める会費となって

おります。そのほか需用費、役務費及び使用料に

ついて所要の事務経費を計上しております。 

以上歳出予算の概要でございます。なお、歳入
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予算は該当がありませんので、以上で監査委員事

務局所管の予算説明とさせていただきます。 

よろしく御審議のほど、御決定いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○竹﨑委員長 

 暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 48 分） 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 48 分） 

富永監査事務局長の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

特にないようです。 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち監査事務局所管分に

ついて原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 49 分） 

 

【議会事務局】 

○竹﨑委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 50 分） 

これより議会事務局の審査に移ります。 

審査に先立ちまして、片山議会事務局長より挨

拶をいただきます。 

○片山議会事務局長 

片山議会事務局長が挨拶を行う。 

○竹﨑委員長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち議会事務局所管分についてを

議題といたします。 

片山議会事務局長の説明を求めます。 

○片山議会事務局長 

それでは、議案第 40 号「令和７年度西予市一

般会計予算」のうち議会事務局所管分について御

説明いたします。 

予算書 48 ページをお開きください。まず歳出

について御説明いたします。 

1 款 1 項 1 目議会費の総額は 1 億 7809 万

2000 円で対前年比 94 万 7000 円の減となってお

ります。それでは、まず始めに予算書に沿って主

な予算区分を御説明いたします。なお、職員給与

費につきましては、所管が総務課となりますので

省略させていただきます。まず、3 節職員手当等

の議員期末手当 2471 万円でございます。昨年の

人事院勧告を受け条例改正されたことで期末手当

0.1 月分加算され対前年比 70 万 6000 円の増とな

っております。4 節共済費の議員共済会負担金

1917 万 5000 円でございます。全国市議会共済会

への負担比率が令和６年度の 100 分の 29.3 から

令和７年度は 100 分の 26.9 となり 100 分の

2.4 低くなっております関係で対前年 171 万

1000 円の減となっております。 

次に 8 節旅費 568 万円でございます。全国、四

国及び愛媛県市議会議長会の出席旅費及び各常任

委員会委員の視察研修の費用弁償を計上いたして

おります。 

続きまして、10 節需用費のうち 49 ページをお

開きください。印刷製本費 257 万 7000 円でござ

います。議会だより印刷製本費の予算計上におい

て数社見積りをとった平均値を計上したことによ

り対前年比 43 万 5000 円の増となりました。なお

実施に当たっては、入札を行い適正に処理したい

と思います。 

続いて、12 節委託料 130 万 1000 円でございま

す。運行業務委託料として、各常任委員会での行

政視察における車の借上料を計上いたしておりま

す。 

次に、13 節使用料及び賃借料 293 万 5000 円で

ございます。採決システムの使用料や各会議また

開催場所への高速使用料を計上いたしております。 

最後に、18 節負担金補助及び交付金 305 万

5000 円でございます。各会議への負担金及び議

員 18 名分の政務活動費を計上いたしております。

議会費における主な予算区分は以上でございます。 

次に、議会費の総額 1 億 7809 万 2000 円は、各

事務事業予算を合算したものでございますので、

各事務事業の概要を説明いたします。 

議会事務局所管の事務事業は予算書 48 ページ

の事業概要欄に記載があります事業のうち職員給

与費を除く６つの事業、議会費庶務事業、議会運

営事業、議長交際事業、政務活動費事業、議長車

運行管理事業及び委員会事業の６事業となってお
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ります。まず、議会費庶務事業 65 万 6000 円でご

ざいますが、議会費内のいずれの事務事業にも属

さない庶務的業務を行うものとして、需用費、役

務費及び使用料等について所要の事務経費を計上

いたしております。 

次に、議会運営事業 1 億 2489 万 1000 円でござ

います。議会運営費全般に関わるもので議員の人

件費、定例会臨時会、各常任委員会及び議会運営

委員会などや全国、四国、愛媛県市議会議長会な

ど各会議に関する経費を計上いたしております。 

次に、議長交際費事業 73 万 4000 円でございま

す。議会及び議長が対外的に活動するために必要

な交際上必要な経費を計上いたしております。 

次に、政務活動費事業 216 万円でございます。

市政に関する調査研究に資するために必要な経費

の一部として、議員に対し補助金として交付する

ため計上いたしております。 

次に、議長車運行管理事業 7 万 5000 円でござ

います。議長等の出張移動に関わる議長公用車の

管理業務を行う経費として計上いたしております。 

最後に、委員会事業 717 万 6000 円でございま

す。各常任委員会等における所管事項や議会運営

等に関する事項を調査するため先進的な自治体な

どへの行政視察研修に必要な経費や議会の取組を

随時市民に伝えるため年４回の議会だより発行に

関わる経費として計上いたしております。 

以上各事務事業の概要でございます。 

続きまして、歳入について御説明いたします。

予算書 41 ページを御覧ください。 

議会事務局所管の歳入につきましては、20 款

5 項 4 目雑入で 1 節の議会費雑入のみとなってお

ります。予算額は 35 万 6000 円でございます。そ

の内訳でございますが、各議員が事務局内のコピ

ーを使用された料金及び議員貸与のタブレット端

末の通信料の個人負担分でございます。 

以上議案第 40 号「令和７年度西予市一般会計

予算」のうち議会事務局所管分についての御説明

を終わります。御審議の上決定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○竹﨑委員長 

片山局長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○二宮委員 

議長車の運行についてですけども、当時市長車

と同時に多分購入したと思うんですけれども、市

長車早く買換えてるんですが、この買換えの基準

などはどういうようになってますか。 

○片山議会事務局長 

買い替えの基準というのは特に定めておりませ

んが、走行距離に合わして、買い替えは検討した

いと考えております。 

○二宮委員 

総務と併用事務というふうなこともなってます

けども人事として、その分の人件費というのは按

分とかいうのはあるんですか。 

○片山議会事務局長 

人件費の按分はありません。 

○竹﨑委員長 

そのほかありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○竹﨑委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 40 号「令和７年度

西予市一般会計予算」のうち議会事務局所管分に

ついて原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○竹﨑委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

それでは、本日予定されておりました議案審査

は、全て終了いたしましたのでこれにて、令和７

年第１回定例会総務常任委員会を終了といたしま

す。 

 

閉会 午後１時１分 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

西予市議会総務常任委員長 

   竹﨑 幸仁 


